
６．博士後期課程の学生に対する注意事項 
 
 
１．博士後期課程の修了要件について 
  博士後期課程を修了するためには、研究指導認定を受け、かつ、博士論文の審査に合格しなけれ

ばなりません。 
また、2021 年度以降の進学者、編入学者は、修了に必要な単位数１０単位以上を修得することが

研究指導認定の要件となります。 
 
修了に必要な科目および単位数（2021 年度以降の進学者、編入学者） 

 

科目群 必要単位数 
博士後期課程セミナー ２単位以上 
特別研究 ８単位以上 
修了に必要な単位数 合計 １０単位以上 

 
【注意事項】 
１）「博士後期課程セミナー」は、経済学研究科が定める博士後期課程ワークショップ及び公認セミ

ナー等（「１０.博士後期課程セミナーについて」参照）に８回以上参加することで学期に１単位

修得できます。単位申請の手続きについては、別途掲示にてお知らせします。 
２）「特別研究」は、４学期以上在学し、在学研究指導を受けながら博士論文の執筆に着手できる能

力を有すると認められた場合に、８単位の認定を受けるものとします。編入学者の場合は、大学

院共通科目群「研究倫理・研究公正（人社系）」（0.5 単位）の単位修得が「特別研究」の認定の要

件となります。 
３）博士後期課程の学生は、研究者養成プログラムの科目を履修し、単位を修得することができま

す。ただし、履修登録および他学部・他研究科聴講により修得した単位は、修了に必要な単位に

は含まれません。 
 
２．博士後期課程の研究指導認定（学修認定）について 

（１）博士後期課程の学生は、「研究計画書」及び「研究成果報告書」を毎年提出してください。研

究指導認定を受けるには所定の期間在学し、３年分のまとめの「研究指導認定請求用報告書」

も提出しなければなりません。この手続きにより指導教員から研究指導が認定されます。 
（２）２年次以降には、「研究計画書」と「研究成果報告書」に基づいて博士論文中間報告会で研究

発表を行い、論文指導委員会（指導教員２名）から指導を受けます。 
（３）研究指導認定後の在学については、入学年度により扱いが異なるので、注意してください。 

＜2021 年度以降の進学者、編入学者＞ 
研究指導認定を受けた後、引き続き在学することはできません。在学を希望する場合は、研

究指導認定の手続きを行わないでください。研究指導認定を受けた後、修了できない場合は、

「研究指導認定退学願」を提出し、進路状況調査に回答してください。 
＜2020 年度以前の進学者、編入学者＞ 

研究指導認定を受けた後も在学が可能です。ただし、在籍確認のため３月上旬までに以下の

手続きを行ってください。在学を希望しない場合であっても、手続きを行わなければ引き続き

在学となり、授業料を支払わなければなりません。 
①研究指導認定後、在学を希望する場合は、「研究指導認定後残留届」を提出。 
②研究指導認定後、在学を希望しない場合（就職等）は、「研究指導認定退学願」を提出し、

進路状況調査に回答してください。 
（４）博士後期課程の在学年限は、６年（休学期間を除く）を超えることはできません。 



３．博士後期課程の修了について 
修了要件を満たし、課程博士号を取得した者が博士後期課程の修了となります。研究指導認定を

受けただけでは博士後期課程の修了にはなりませんのでご注意ください。なお、学位論文を提出す

るには、研究指導認定とは別に論文提出資格認定を受けておく必要があります。 
論文提出資格認定については、次ページ「課程博士号の取得について」を確認してください。 
 

回生 時期 研究指導認定（提出先：大学院掛） 論文提出資格認定（提出先：指導教員） 

１回生 ４月上旬 研究計画書の提出について（掲示）  

 ４月末 研究計画書の提出期限  

 １２月上旬 研究成果報告書の提出について（掲示）  

 １月末 研究成果報告書の提出期限  

２回生 ４月上旬 研究計画書の提出について（掲示）  

 ４月末 研究計画書の提出期限  

 
４月以降 

適宜 
博士論文中間報告会で研究発表  

 １２月上旬 研究成果報告書の提出について（掲示）  

 １月末 研究成果報告書の提出期限  

    

 ２月下旬  課程博士請求論文提出資格認定手続 

３回生 ４月上旬 研究計画書の提出について（掲示）  

 ４月末 研究計画書の提出期限  

 ８月下旬  課程博士請求論文提出資格認定手続 

（Ｄ２の２月に認定されていない場合） 

 １２月上旬 
研究成果報告書、研究指導認定手続、在

籍状況確認について（掲示） 
 

 １月末 
研究成果報告書及び研究指導認定請求

用報告書（３年分のまとめ）の提出期限 
 

 ２月下旬  課程博士請求論文提出資格認定手続 

（Ｄ３の８月までに認定されていない場合） 

 ３月上旬 在籍状況確認書類の提出期限  

【研究指導認定後在学している学生の手続き（2020 年度以前の進学者・編入学者）】 

 ４月上旬 研究計画書の提出について（掲示）  

 ４月末 研究計画書の提出期限  

 ８月下旬  
課程博士請求論文提出資格認定手続 

（前年度までに認定されていない場合） 

 １２月上旬 研究成果報告書の提出について（掲示）  

 １月末 研究報告書の提出期限  

 ２月下旬  
課程博士請求論文提出資格認定手続 

（前年度までに認定されていない場合） 

 ３月上旬 在籍状況確認書類の提出期限  

 
※2021 年度以降の進学者、編入学者は、３回生年度末以降、①博士論文審査合格時、もしくは②研

究指導が修了した際に研究指導認定を行います。３回生年度末以降の認定時期は随時（奇数月）

とします。研究指導認定を受けた後、引き続き在学することはできません。 



７．課程博士号の取得について 
 
 
①課程博士請求論文の準備過程と研究指導 

１）博士後期課程へ入進学時に学生各人につき論文指導委員会（指導教員２名）が研究科

会議で決定されます。 
２）学生は、論文指導委員会の研究指導を、随時受けることができます。 
３）２年次以降には、「研究計画書」と「研究成果報告書」に基づいて博士論文中間報告会

で研究発表を行い、論文指導委員会から指導を受けます。 
４）課程博士号取得を希望する学生は、研究指導認定手続とは別に、以下の論文提出資格

認定の手続が必要です。 
 

・課程博士請求論文提出資格申請書 
・準備論文 

 

 

 

←学生は、２年次の２月中または３年次の８月中に

提出資格申請書等を論文指導委員会（指導教員）

に提出する。 
↓  

論文指導委員会   

↓   

課程博士請求論文提出資格認定書  ←論文指導委員会は、課程博士請求論文の提出資格

があると認定した場合、３月及び９月の指定した

期日までに提出資格認定書を大学院掛へ提出す

る。 

↓  

大学院掛  

↓   
教科委員会  ←３月・９月中の教科委員会で提出のあった提出資

格認定書の審議を行う。 ↓  

論文指導委員会  ←教科委員会は、審議結果を論文指導委員会の主指

導教員へ通知する。主指導教員はその結果を学生

へ通知する。 
↓  

学  生  

↓   
課程博士学位論文申請   

 
＊「課程博士請求論文提出資格申請書」の様式は、ホームページに EXCEL 形式で掲

載していますので、そちらをご利用ください。 
＊資格が認定されなかった場合や上記の時期に手続ができなかった場合でも、在学中

は毎年２月・８月中に同様の手続を行うことができます。 
＊提出資格の有効期限は、課程博士申請期限内（研究指導認定退学後３年以内）とし

ます。ただし、指導委員や論文題目を変更する場合は、論文指導委員会を通じて「変

更届（様式任意）」を教科委員会に提出し、了承を得なければなりません。 
 
＊上記の提出資格認定手続をせずに、研究指導認定退学した者が課程博士の申請を希

望する場合は、在学時の指導教員と相談の上、随時手続書類を論文指導委員会へ提

出することができます。資格認定を受けた上で、課程博士申請期限内（研究指導認

定退学後３年以内）に課程博士学位論文を申請してください。 
 
 



②課程博士請求論文の要件 
１）明確なテーマのもとに体系的にまとめあげられており、かつ相応の独創性を有してい

ることが必要です。 
２）課程博士請求論文には少なくとも公表論文が一編以上含まれていなければなりません。

公表論文は、単行の書籍又は学術雑誌等の公刊物（以下「公表誌」という）での既発

表論文及び掲載が決定されている論文とします。公表誌は、学術資料として大学その

他の学術機関において保存され、随時閲覧できるものとします。 
３）日本語もしくは英語で作成するものとします。 
４）字数は、原則、日本語の場合は１２０,０００字以内、英語の場合は６０,０００語以内

とします。 
 ＊学位を授与された者は、学位の授与を受けた日から１年以内に、その論文を印刷公表

（単行の書籍、学術雑誌等の公刊物に掲載）しなければなりません。ただし、学位授

与を受ける前に既に印刷公表している場合は、この限りではありません。 
  
③課程博士請求論文の提出（提出先は、大学院掛） 
１）ホームページに掲載の「博士学位授与申請手続きについて」を、よく読んで申請書類

を作成してください。 
  作成の際の疑問点は、大学院掛へ問い合わせてください。 
２）課程博士請求論文は、申請書類一式とともに、指導教員の了承を得た上で提出してく

ださい。 
  その際、学位論文公開審査会のための論文要旨は、Ａ４版１ページにまとめたものを

提出してください。 
３）課程博士請求論文は、随時、受け付けます。 
４）課程博士請求論文は、製本（簡易製本でも可）のうえ、５部提出してください。 

  
④審査と学位授与 
１）課程博士請求論文の受理後、研究科会議で、審査員３名を選出します。３名以外に、

学外から審査員を別途選出する場合もあります。 
２）審査員のうち一人を主査とし、主査が日程調整を行い、学位論文公開審査会を開催し

ます。 
３）学位論文公開審査会の場所と時間は、１週間以上前に公告して周知します。 
４）学位論文公開審査会の公告と同時に、上記論文要旨を本研究科ホームページに掲載し

ます。また、公告開始から学位論文公開審査会まで、論文を経済学研究科図書室図書

掛で、縦覧に供します。ただし、第三者による複写は認めません。 
５）学位論文公開審査会の運営内容は、目安として、学位申請者による発表（３０分～１

時間、参加者による質疑応答３０～４０分）と、審査員と学位申請者による本審査（３

０分以上）の２部構成とします。ただし、上記の時間配分及び、報告・討論の際の使

用言語等、その他運営に関わる詳細な事項については、主査が適宜判断し決定します。 
６）学位論文公開審査会は、基本的に演習室を使用して行います。参加者の資格について

は、とくに問いません。ただし、審査会の遂行上、問題のある言動を行う参加者につ

いては、主査の権限で退席を求めることがあります。 
７）学位論文公開審査会終了後、審査員は研究科会議に「学位審査報告書」を提出します。

研究科会議で、合否の議決を行い、合格と認められた者に課程博士学位が授与されま

す。 
学位授与は、原則として奇数月の２３日（同日が土曜日、日曜日、祝日、休日の場合

は直後の平日）です。 
なお、学位授与式は、３月、９月の年２回です。 



８．研究活動上の不正行為の防止に関するガイドライン 
 
 

京都大学大学院経済学研究科に在学または在籍して、修学または研究に従事する大学院生

等が以下に掲げる研究上の不正行為を行った場合には、当該学期配当・当該年度通年配当の

全科目の受験をすべて無効とする、当該年度の研究指導認定を認めない等の措置が取られま

す。事情により、さらに厳しい措置も取られます。 

 

(1) 捏造 データ、研究結果等を偽造して、これを記録し、報告もしくは論文等に利用

すること。 

(2) 改ざん 研究資料・機器・過程を変更する操作を行い、これにより変更・変造したデ

ータ、結果等を用いて研究の報告、論文等を作成し、または発表すること。 

(3) 盗用 他人のアイデア、研究過程、研究結果、論文の一部あるいは全部、または用

語を当該者の了解を得ず、または適切な引用をせずに使用すること。 

(4) 試験における不正行為 

 成績評価において試験・レポートを実施する科目の受験に際して、自己また

は他人のために不正行為をすること。 

 


